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Ｑ　

特
定
健
診
は
だ
れ
が
受
け
る
の
？

Ａ　

特
定
健
診
は
、　

歳
以
上　

歳
未
満
の
国
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民
健
康
保
険
や
被
用
者
保
険
（
健
康
保
険
組

合
や
共
済
組
合
な
ど
）
の
被
保
険
者
と
被
扶

養
者
の
全
員
が
対
象
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
健
診
を
受
け
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
被
扶
養
者
（
家
族
）
の
人
も
受
け
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

Ｑ　

今
ま
で
の
健
診
と
変
わ
っ
た
点
は
？

Ａ　

実
施
主
体
が
市
町
村
で
は
な
く
、
医
療
保

険
者
と
な
り
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
以
前

ま
で
の
市
区
町
村
が
行
っ
て
い
た
健
診
と

し
て
で
は
な
く
、
国
保
や
健
保
組
合
な
ど
の

医
療
保
険
者
が
実
施
す
る
特
定
健
診
と
し

て
受
診
し
ま
す
。

　
　

ま
た
、
特
定
健
診
の
結
果
か
ら
、
生
活
習

慣
病
の
発
症
リ
ス
ク
が
高
く
、
生
活
習
慣
の

改
善
に
よ
る
生
活
習
慣
病
の
予
防
効
果
が

期
待
で
き
る
方
を
対
象
と
し
て
、
必
要
度
に

応
じ
た
特
定
保
健
指
導
が
行
わ
れ
ま
す
。

Ｑ　

世
帯
主
が
会
社
員
の
扶
養
家
族
は
、
今
ま

で
ど
お
り
地
元
で
健
診
を
受
け
ら
れ
る

の
？

Ａ　

今
ま
で
ど
お
り
地
元
の
地
区
健
診
、
医

療
機
関
で
受
診
出
来
ま
す
が
、
世
帯
主
が

加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
者
の
発
行
し

た
受
診
券
が
必
要
で
す
。
健
診
場
所
な
ど

の
詳
細
は
、
平
成　

年
度
岩
美
町
健
診
計
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画
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

Ｑ　

健
診
結
果
な
ど
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
守

ら
れ
ま
す
か
？

Ａ　

医
療
保
険
者
と
健
診
を
実
施
す
る
医

療
機
関
は
、
個
人
情
報
保
護
法
・
個
人
情

報
保
護
規
定
に
従
い
、
デ
ー
タ
を
厳
重
に

保
管
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い

ま
す
。

問い合わせ先

住民生活課
�73-1415

　

会
社
を
退
職
し
た
り
、
会
社
に

就
職
し
健
康
保
険
に
加
入
し
た
と

き
は
、
国
保
の
加
入
・
脱
退
の
手

続
き
が
必
要
で
す
！

　

国
保
の
加
入
内
容
に
変
更
が
あ

れ
ば
、
住
民
生
活
課
へ
届
け
出
て

く
だ
さ
い
。

◎
加
入
の
届
出
が
遅
れ
る
と
・・・・

・
以
前
加
入
さ
れ
て
い
た
健
康

保
険
等
の
資
格
を
失
っ
た
日

ま
で
さ
か
の
ぼ
り
、
国
保
税

も
さ
か
の
ぼ
っ
て
課
税
さ
れ

ま
す
。

・
医
療
機
関
で
保
険
証
を
提
示

さ
れ
な
け
れ
ば
、
医
療
費
が

全
額
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

◎
脱
退
の
届
出
が
遅
れ
る
と
・・・・

・
国
保
税
が
賦
課
さ
れ
た
ま
ま

に
な
り
ま
す
。（
脱
退
手
続
き

を
さ
れ
た
後
に
払
い
す
ぎ
た

国
保
税
は
還
付
さ
れ
ま
す
。）

・
国
保
が
支
払
っ
た
医
療
費
負

担
額
を
返
還
し
て
い
た
だ
く

場
合
が
あ
り
ま
す
。

★
加
入
・
脱
退
の
手
続
き
に　

　

必
要
な
も
の

　

○
国
保
に
加
入
す
る
場
合
・
・
・

①
健
康
保
険
等
資
格
喪
失
証
明

書
（
健
康
保
険
等
の
資
格
を

喪
失
し
た
日
、
被
扶
養
者
が

確
認
で
き
る
も
の
）

　
　
　

⇒

勤
め
て
い
た
会
社
で

　
　
　
　
　

も
ら
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
　

②
印
鑑
（
認
印
）

③
本
人
確
認
で
き
る
も
の
（
免

許
証
、
保
険
証
な
ど
）

④
家
族
の
方
で
既
に
国
保
に
加

入
し
て
い
る
方
が
い
る
場
合

は
『
国
保
保
険
証
』

⑤　

歳
以
上　

歳
未
満
の
方
で
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厚
生
年
金
等
を
受
給
し
て
い

る
場
合
は
『
年
金
証
書
』

⑥
国
民
年
金
に
加
入
さ
れ
る
場

合
は
『
年
金
手
帳
』

　

○
国
保
を
脱
退
す
る
場
合
・
・
・

①
新
し
く
加
入
さ
れ
た
保
険
の

保
険
証
（
全
員
分
）

②
国
保
保
険
証

③
印
鑑
（
認
印
）

問い合わせ先

住民生活課
�73-1415

●
国
民
健
康
保
険
か
ら
の
お
知
ら
せ
●

　

先
月
ま
で
に
す
べ
て
の
方
（
国
保
被
保

険
者
）
へ
特
定
健
診
の
受
診
券
を
お
届
け

し
ま
し
た
。
本
年
度
よ
り
自
己
負
担
金
が

無
料
と
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
ぜ
ひ
受
診

し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
都
合
が
悪
く
地
元
の
地
区
健
診

で
受
診
出
来
な
か
っ
た
方
も
他
の
地
区
健

診
会
場
、
ま
た
は
町
内
の
医
療
機
関
で
受

診
で
き
ま
す
。


